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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 （火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、

早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。

）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属

するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するも

のでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又

は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させ

るための機能を損なわないものでなければならない。 

 

第８条（火災による損傷の防止） 
１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、発電

用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準

対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、感知及び消火並

びに火災による影響の軽減）を有することを求めている。 
また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」と

は、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。 
したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火

災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められ

る。 
２ 第８条について、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195 号（平成２

５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合するものである

こと。 
３ 第２項の規定について、消火設備の破損、誤作動又は誤操作が起

きた場合のほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作が起き

たことにより消火設備が作動した場合においても、発電用原子炉

を安全に停止させるための機能を損なわないものであること。 
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